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資
産
税
課
（
市
庁
舎
２
階
、
☎
65
・
４
１
２
３
）

環
境
都
市
推
進
課
（
市
庁
舎
８
階
、
☎
65
・
４
１
３
５
）

住
宅
改
修
な
ど
で

税
金
が
減
額

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
器
の

導
入
を
支
援

　
固
定
資
産
税
は
、
要
件
を
満
た
す
住
宅
改
修
で
減
額
に
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
と

減
免
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

問
い
合
わ
せ

固
定
資
産
税
の
減
額
・
減
免
制
度

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
促
進
補
助
・

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
資
金
貸
付

申
請
は
工
事
終
了
後
３
カ
月
以
内
に

　

減
額
の
申
請
は
原
則
、
工
事
終
了
後

３
カ
月
以
内
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
と
省
エ
ネ
改
修

は
併
用
し
て
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
耐
震
改
修
は
他
の
改
修
と

併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

特
別
な
事
情
が
あ
る
と

税
金
が
減
免

　

表
２
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す

る
土
地
や
建
物
な
ど
の
固
定
資
産
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
税
金
が
減
免
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
や
既
に
納
付

さ
れ
た
も
の
は
、
減
免
で
き
ま
せ
ん
。

　

減
免
の
条
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

資
産
は
、
減
免
事
由
消
滅
の
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

減
免
に
な
る
要
件
や
手
続
き
な
ど
、

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

補
助
・
貸
し
付
け
内
容

　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
、
木
質
ペ

レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
、
エ
コ
キ
ュ
ー

ト
（
Ｃ
Ｏ
２
冷
媒
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
給
湯

器
）、
エ
コ
ジ
ョ
ー
ズ
（
潜
熱
回
収
型

ガ
ス
給
湯
暖
房
機
）、
ホ
ー
ム
エ
ネ
ル

ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
ＨへＥ

Ｍム

スＳ
）
導
入
時
の
一
部
補
助
と
、
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
導
入
時
の
資
金
貸
し

付
け
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者　

市
内
に
居
住
ま
た
は
居
住
予

定
で
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

・
貸
し
付
け
は
平
成
30
年
２
月
28
日
㈬

ま
で
、
補
助
は
平
成
30
年
３
月
30
日

㈮
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
完
了
の

報
告
書
を
提
出
で
き
る

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

・
同
一
世
帯
内
に
同
一
設
備
に
対
す
る

補
助
・
貸
し
付
け
を
受
け
た
人
が
い

な
い

・
暴
力
団
員
な
ど
で
な
い

・
お
ひ
さ
ま
ソ
ー
ラ
ー
ネ
ッ
ト
帯
広
※

に
入
会
申
し
込
み
が
で
き
る
（
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
み
）

※
お
ひ
さ
ま
ソ
ー
ラ
ー
ネ
ッ
ト
帯
広

　

家
庭
で
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
削
減
量
を
取

り
ま
と
め
、
そ
の
売
却
利
益
を
市
の
環

境
保
全
事
業
に
活
用
す
る
取
り
組
み

・
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
す
る
保
証
機

関
が
定
め
る
保
証
対
象
要
件
を
満

た
し
て
い
る
（
貸
し
付
け
の
み
）

募
集
期
限　

・
貸
付　

12
月
28
日
㈭

・
補
助　

平
成
30
年
１
月
31
日
㈬

　

先
着
順
の
た
め
予
算
枠
に
達
し
次
第

終
了
し
ま
す
。

申
請
方
法　

申
請
書
と
必
要
書
類
を
、

直
接
環
境
都
市
推
進
課
へ
。
設
置
業
者

な
ど
に
よ
る
代
行
も
可
能
で
す
。

事
前
に
よ
く
確
認
を

　

手
続
き
の
際
は
、
事
前
に
制
度
内

容
、
工
事
内
容
、
手
続
き
方
法
な
ど
を

確
認
し
て
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申

請
書
や
手
続
き
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め

た
「
申
請
ガ
イ
ド
」
を
環
境
都
市
推
進

課
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

要
件
を
満
た
す
住
宅
改
修
で

税
金
が
減
額

　

住
宅
を
耐
震
改
修
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
、
省
エ
ネ
改
修
し
た
場
合
、
要
件

を
満
た
す
と
建
物
に
か
か
る
固
定
資
産

税
が
減
額
に
な
り
ま
す（
表
１
）。な
お
、

都
市
計
画
税
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

表１　減額の対象となる改修と減額内容

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

工
事
の
要
件

建 築 基 準 法 の 耐
震基準に適合する
工事費用が50万円
を超える改修工事

補助金などの額を除いた自
己 負 担 額 が50万 円 を 超 え
る、浴室改良や段差解消、
手すり設置などのバリアフ
リー改修工事

補助金などの額を除いた自
己 負 担 額 が50万 円 を 超 え
る、二重サッシ・複層ガラ
ス化などの窓の改修（必須）
や床・天井・壁の断熱改修
など省エネ基準に適合する
熱損失防止改修工事

対
象
と
な
る
住
宅

昭和57年１月１日
以前に建築された
住宅

建築された日から10年以上
経 過した住宅（ただし、改
修後の床面積が50平方メー
トル以上）で、65歳以上か
障害のある人、介護保険の
要介護認定または要支援認
定を受けている人が住んで
いる

平成20年1月1日以前に建築
された住宅（ただし、改修
後の床面積が50平方メート
ル以上）

減
額
内
容

床面積120平方メー
トル分を限度に固
定資産税の２分の
１が減額

床面積100平方メートル分
を限度に固定資産税の３分
の１が減額

床面積120平方メートル分
を限度に固定資産税の３分
の１が減額

減
額
期
間

工事完了の翌年度

表２　減免の対象資産
対象資産 概　　要

1 災害で滅失などした
固定資産

震災、風水害、火災、落雷などにより甚
大な被害を受けた場合、規定の割合
に応じ、減免の対象となる

2
貧困により公私の扶助
を受ける人の所有する
固定資産

生活保護法による扶助を受けてい
る、またはこれに準じた人が所有す
る固定資産が減免の対象となる

3 公共の用に供する
固定資産 公共または公益のために利用されて

いる固定資産について、減免の対象
となる4 公益のために使用する

固定資産

マイナンバーの記載について

　固定資産税の減額・減免の申
請書には、マイナンバーの記載
が必要です。申請時には、マイ
ナンバーの確認と本人確認がで
きる書類を提示してください。
（法人番号を記載した場合は本
人確認不要）

各制度の内容

補助対象設備 補助率 補助上限 募集件数

太陽光発電システム 対象経費の1/2 5万円 200件

木質ペレットストーブ 対象経費の1/2 10万円 5件

エコキュート･エコジョーズ 対象経費の1/10 5万円 250件

ホームエネルギーマネジメントシステム 対象経費の1/3 7万円 12件

■新エネルギー導入促進補助

貸付対象設備 貸付上限 利子 保証料 募集件数

太陽光発電システム 170万円 無利子 自己負担 45件

■太陽光発電システム導入資金貸付（補助と貸付の両方に申請可能）

広 告

剣道無料体験会　初心者向けに、竹刀を使った簡単な練習の体験会を行っています。竹刀は貸し出します。 対年長児に当たる幼児～中学生　日毎週
火・金曜日、いずれも 17 時 30 分～ 20 時　場総合体育館（大通北１）　申・問電話で帯広総合体育館剣道少年部・エンドウ（☎ 29・3376）へ。

検 索帯広市 新エネルギー


